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中東情勢に伴う燃料油等の安定供給確保と更なる地域経済支援を求める意見書（案） 

 

　現下の中東情勢をめぐっては、原油価格の高騰、エネルギー供給の不安定化、物流コストや原材

料価格の上昇など、国民生活及び地域経済への更なる影響が生じています。 

　我が国は、原油の多くを中東地域に依存しており、ホルムズ海峡等をめぐる緊張の高まりは、燃

料価格、電気・ガス料金、輸送費、農業資材、建設資材、医療・福祉現場の運営経費など、幅広い

分野に波及しています。特に、地方においては、物価高騰が続く中で自家用車による移動、物流、

農業、医療・介護、子育て世帯や高齢者世帯の日常生活における燃料・エネルギー等負担が大きく、

価格上昇が長期化した場合、市民生活と地域経済に深刻な影響が及ぶことになります。 

　政府においては、石油備蓄の活用、燃料油価格の激変緩和措置、代替調達先の確保、関係省庁に

よる情報収集・相談体制の整備など、安定供給と価格抑制に向けた対応が進められています。しか

しながら、「中東情勢等対応」としての令和８年度政府補正予算は、予備費を積み上げただけで、電

気・ガス料金の他に具体策はなく、重点支援地方交付金も1,000億円と少なく、補正予算の規模も

中身も不十分すぎるものです。地域の中小企業・小規模事業者、農業者、運輸事業者、医療・福祉

事業者、子育て世帯、低所得世帯、高齢者世帯等においては、今後の価格動向や供給の先行きに対

する不透明感が強く、国による迅速かつ実効性ある更なる対策が求められます。 

　よって、国においては、中東情勢をはじめとする国際情勢の変化に伴う原油価格・エネルギー供

給等への影響を的確に把握し、国民生活と地域経済を守るため、下記の事項について早急に措置を

講じるよう強く要望します。 

 

記 

 

１　燃料油・エネルギーの安定供給に万全を期すとともに、価格の急激な上昇が家計や事業活動に

過度な負担とならないよう、必要な価格高騰対策を講じるとともに、省エネルギーの推進やエネ

ルギー利用の効率化に向けた支援を行うこと。 

２　地方自治体が地域の実情に応じて生活者や事業者への支援を柔軟に実施できるよう、重点支援

地方交付金をはじめとする十分な財政措置を講じること。 

３　燃料、原材料等の供給の不安定化及び急激な価格高騰により影響を受ける中小企業・小規模事

業者等に対し、資金繰り、価格転嫁、相談体制等の支援に加え、省エネルギー設備や燃費改善設

備の導入支援を行うこと。 

４　医療や福祉のほか、農業、運輸、介護、子育て支援等の生活基盤を支える分野等の産業分野に

ついては、燃料や資材価格高騰の影響を強く受けることからサービス提供や事業継続、雇用維持

及び安定供給に支障が生じないよう、迅速かつ的確な対応を講じること。 

 

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 
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